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大和市の給与公表について 

   大和市職員の給与・定数管理等について、総務省通知「地方公共団体における職員給与等の公表について」に基づ

き、次のとおり公表します。 

   この公表は、全国の都道府県、市町村の給与情報等について、自治体間の比較や分析が可能となるよう各自治体の

ホームページ上で行っているものです。 

 

 

Ⅰ 総括 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料・報酬等、職員が加入している地方公務員共

済組合に事業主として支払う負担金等を合計したものです。 

                                                      単位：千円 

区 分 

住民基本台帳 

人口（令和６年

１月１日） 

歳出総額 

Ａ 

実質収支 

 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ/Ａ）（％） 

（参考）４年度 

人件費率（％） 

令和５年度 ２４３，６２４人 ８７，２８０，５１８ ２，２５７，８７７ １２，８００，３９４ １４．７ １４．７ 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。 

                                                      単位：千円 

区 分 
職員数 

Ａ 

給 与 費（千円） 一人あたり給与費

B/A（千円） 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

令和５年度 １，２７９人 ５，００４，５３８ １，５１３，６５５ ２，１３０，７９４ ８，６４８，９８７ ６，７６２ 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。        【参考】施行時特例市平均一人あたり給与費 ６，４４０円 

   ２ 職員数については、令和５年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間

勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。 

     ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職

員の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 
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  （注）1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数

（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を

100 として計算した指数です。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手

当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて

補正したラスパイレス指数です。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給

割合）により算出。） 

   ３ 施行時特例市平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体である特例市のラスパイレス指数を単純平均

したものです。 

   ４ ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60 歳に達した日後の最初の

４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いています。 

 

※ 令和６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇して

いる場合、③100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 

 

 

 

 

（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

 ①給料表の見直し 

  【実施】 

（給料表の改定実施時期）平成２８年４月１日 

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％の引下げを行いました（若年層についての

引下げはなく、高年齢層については最大４％程度の引下げ）。激変緩和のため、３年間（平成３１年３月３１日ま

で）の経過措置（現給保障）を実施。他の給料表についても、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実

施しました。 

 

 ②地域手当の見直し 

  （支給割合）国基準１０％に対し、大和市においても１０％を支給しています。 

  （実施時期）平成２８年４月１日より実施しています。 

   （参考） 

 平成２８

年度の支

給割合 

平成２９

年度の支

給割合 

平成３０

年度の支

給割合 

令和元年

度の支給

割合 

令和２年

度の支給

割合 

令和３年

度の支給

割合 

令和４年

度の支給

割合 

令和５年

度の支給

割合 

令和６年

度の支給

割合 

国基準に

よる支給

割合 

１０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ 

大和市の 

支給割合 
１０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の

見直し等に取り組むこととされています。 

②職員構成の変動による。 
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Ⅱ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在） 

①一般行政職                                                           単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース） 

大和市 ４２．７ ３１２，０１７ ４１０，７９９ ３６７，０９５ 

神奈川県 ４２．８ ３２３，３３５ ４２３，６７４ ３８３，３６７ 

国 ４２．１ ３２３，８２３ ― ４０５，３７８ 

施行時特例市 ４２．１ ３２１，３００ ４１４，９３０ ３７１，２８３ 

 

②技能労務職                                                          単位：円、歳 

区分 
公 務 員 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額（A） 平均給与月額（国比較ベース） 

大和市 ５６．１ ９５人 ３３０，０１８ ４０５，８０２ ３７４，６２５ 

 

うち清掃職員 ５４．６ ４９人 ３５１，５６３ ４３２，３１３ ４０１，０４９ 

うち学校給食員 ６０．３ ８人 ２６１，４１３ ２９７，７７３ ２９１，０５４ 

うち用務員 ５９．４ １３人 ２７７，３９２ ３１４，１７４ ３０８，９７８ 

うち自動車運転員 ５９．９ ３人 ３３０，７３３ ４５０，９８４ ３８１，６４０ 

その他 ５５．７ ２２人 ３３７，９７７ ４３４，０２１ ３８３，９９５ 

神奈川県 ５２．３ ２５２人 ２９７，５３７ ３５６，２２４ ３４３，４４９ 

国 ５１．２ １，８２９人 ２８８，１４４ ― ３３０，５５３ 

施行時特例市 ５１．８  ３２１，８６１ ３８５，２８３ ３５９，４４０ 

 

区分 
民  間 参考 

対応する民間の類似職種 平均年齢 平均給与月額（Ｂ） Ａ／Ｂ 

大和市 ― ― ― ― 

 

うち清掃職員 廃棄物処理業従業員 ４７．７ ３１４，９００ １．３７ 

うち学校給食員 飲食物調理従事者 ４３．２ ２８６，２００ １．０４ 

うち用務員 
他に分類されない運搬・清掃・
包装等従事者 

４９．１ ２４４，８００ １．２８ 

うち自動車運転員 乗用自動車運転者 
（タクシー運転者を除く） 

６２．４ ２３９，２００ １．８９ 

 

 参 考 

区分 
年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

大和市 ― ― ― 

 

うち清掃職員 ７，０５９，１５９円 ４，３７６，３００円 １．６１ 

うち学校給食員 ５，０７５，９５２円 ３，７３０，０００円 １．３６ 

うち用務員 ４，９１６，６８６円 ３，２９７，３００円 １．４９ 

うち自動車運転員 ６，９４４，０６１円 ３，０２１，６００円 ２．３０ 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（令和３年～令和５年の３ヶ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものでは

ありません。 

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」および「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年

度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値となります。 
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③消 防 職                                                            単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース） 

大和市 ３８．６ ３２８，７８６ ４３９，７１６ ３９３，８７４ 

施行時特例市 ３９．６ ３２０，２６６ ４２２，８５５ ３７５，９３７ 

 

 

④医師・歯科医師職                                                      単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース） 

大和市 ４１．３ ４６２，１７１ １，０５９，６８６ ７２６，１５３ 

神奈川県 ― ― ― ― 

国 ５３．９ ５１５，０７３ ― ８４５，１５３ 

施行時特例市 ４２．８ ４７０，９１０ １，１１４，１９５ ６４１，６５７ 

 

 

⑤薬剤師・医療技術職                                                     単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース） 

大和市 ４１．０ ３２０，８３０ ４２６，９３７ ３７６，４９１ 

神奈川県 ― ― ― ― 

国 ４６．９ ３１８，６１８ ― ３６２，５６０ 

施行時特例市 ― ― ― ― 

 

 

⑥看護・保健職                                                        単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース） 

大和市 ４１．４ ３１６，０４５ ４３５，７５６ ３６３，７４６ 

神奈川県 ― ― ― ― 

国 ４８．１ ３２５，１２４ ― ３６５，９２１ 

施行時特例市 ３８．８ ３０７，８６１ ４０３，４７８ ３３８，７３３ 

（注） １ 「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ

ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、

「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）

で算出しています。 
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（２）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）                                      単位：円 

区  分 大和市 神奈川県 国 

一般行政職 

大学卒 ２００，７００ ２０２，４００ 
総合職２００，７００ 

一般職１９６，２００ 

短大卒 １８７，３００ ― ― 

高校卒 １７６，１００ １６６，６００ １６６，６００ 

技能労務職 

環 境 整 備 員 ３０歳 の 場 合 
２２８，９００ ― ― 

消 防 職 
大学卒 ２３４，６００ ― ― 

高校卒 ２０２，１００ ― ― 

医療職（１） 大学６卒 ３４５，０００ ― ２６４，７００ 

医療職（２） 大学卒 ２２５，５００ ― ２０２，８００ 

医療職（３） 

大学卒 ２４５，７００ ― ２２８，５００ 

短大３卒 ２３９，８００ ― ２１８，８００ 

短大２卒 ２３４，８００ ― ２１１，０００ 

（注） 技能労務職は、職種及び採用時の年齢によって給料額が異なります。 

  

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）                    単位：円 

区  分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年 

一般行政職 

大学卒 ２７０，１５０ ３４４，６９７ ３７９，７２８ ３９７，２７８ 

短大卒 ２３９，７００ ２８９，０００ 該当なし ２５３，３００ 

高校卒 ２２２，６００ ２７２，９００ ３８２，０００ ３８２，１００ 

技能労務職 
高校卒 該当なし 該当なし ３３５，４００ ３５０，２５０ 

中学卒 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

消 防 職 

大学卒 ３０３，３６０ ３６２，６００ 該当なし ４１８，２３３ 

短大卒 該当なし 該当なし 該当なし ４０３，０００ 

高校卒 ２６７，５５０ ３３２，１５０ ３６８，８００ ４０４，１００ 

中学卒 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

医師・ 

歯科医師職 
大学６卒 ４２７，０８０ ４９８，９００ ５３４，５７５ ５６１，８００ 

薬剤師・ 

医療技術職 

大学卒 ２７３，６００ 該当なし ３７５，５００ ２７０，５００ 

短大卒 ２８６，３００ ３６１，５００ ４２８，８００ 該当なし 

看護師・ 

保健師 

大学卒 該当なし 該当なし 該当なし ３６２，１００ 

短大３・２卒 ２９２，３８６ ３３５，５８８ ３６０，９４２ ３８３，１５０ 

高校卒 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の年数です。 
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Ⅲ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％） 
１号給の 

給料月額（円） 

最高号給の 

給料月額（円） 

１級 主事 ２２７ ２４．６ １６６，６００ ３０５，２００ 

２級 主査 ４３６ ４７．２ ２４０，９００ ３８２，０００ 

３級 係長 １５４ １６．７ ３０９，８００ ３９４，０００ 

４級 課長・主幹 ６１ ６．６ ３６２，１００ ４１１，３００ 

５級 次長・参事 ２８ ３．０ ３６５，５００ ４４６，２００ 

６級 部長 １７ １．９ ４１０，３００ ４７０，０００ 

 （注）１ 大和市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

     ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

  



７ 

（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一）） （令和６年４月１日現在） 

 

 

（３）昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（大和市） 

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な

区分 

昇給実績

がある区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績

がある区分 

上位、標準、下位の区分 ○  ○ ○ 

上位、標準の区分  ○   

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ． 人事評価を活用していない   

   活用予定時期   



８ 

Ⅳ 職員手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

大和市 神奈川県 国 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

１，５７９千円 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

              １，７６４千円 
― 

（令和５年度支給割合） （令和５年度支給割合） （令和５年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

２．４５月分 ２．０５月分 ２．４５月分 ２．０５月分 ２．４５月分 ２．０５月分 

（１．３７５月分） （０．９７５月分） （１．３７５月分） （０．９７５月分） （１．３７５月分） （０．９７５月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算     ５～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算     ５～２０％ 

・管理職加算   １０～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算     ５～２０％ 

・管理職加算   １０～２５％ 

  （注） （    ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。 

 

 ○勤勉手当への勤務成績の活用状況  

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している成績率 
支給可能な成

績率 

支給実績があ

る成績率 

支給可能な成

績率 

支給実績があ

る成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ． 人事評価を活用していない   

   活用予定時期   

 

（２）退職手当（令和６年４月１日現在） 

大和市 国 

区  分 自己都合 勧奨・定年 区  分 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７．７０９月分 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

４７．７０９月分 

４７．７０９月分 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７．７０９月分 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

４７．７０９月分 

４７．７０９月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（２％～２０％加算） 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（２％～４５％加算） 

１人当たり 

平均支給額 
733,268 円 19,518,433 円  

（注） １ 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。 

    ２ 「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によ

ることなく退職した場合を含みます。 

 

 

 



９ 

（３）地域手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（令和５年度決算） ８３２，７６６千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ４０７，６１９円 

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 国の制度（支給割合） 

全地域 １０％ 
２，１１３人 

１０％ 

医師 １６％ １６％ 

 

（４）特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績（令和５年度決算） ３４４，５１１千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ５２３，５７４円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） ３１．５％ 

手当の種類（手当数） １５種類 

手当の名称 主な支給対象業務・職員 
支給実績 

(５年度決算) 

左記職員に対する 

支給単価 

特殊車両 

運転従事手当 

道路交通法の第１種運転免許のうち、大型特殊免許を必

要とする自動車（消防車両を除く）の運転又はごみを積み

込むための圧縮装置を車体後部に備えた特殊自動車の

運転に従事した職員 

１，４２４千円 日額 ２００円 

行旅病人等 

処置手当 

行旅病人の収容作業に従事した職員 
０千円 

１件  １，０００円 

行旅死亡人及び変死人の収容作業に従事した職員 １件 ２，０００円 

不快作業 

従事手当 

環境施設農政部、街づくり施設部又は教育委員会教育総務課に勤務する職員が次の不快作業に

従事した場合 

 

ごみの収集作業に従事 

４，６６５千円 

  

従事時間４時間超 日額 ４００円 

従事時間４時間以下 日額 ２００円 

犬猫等の動物の死体処理作業に従事 １件 ３００円 

雑廃水の清掃作業に従事 日額 ４００円 

環境管理センターにおけるホッパーステージ内

での点検作業、焼却炉の修理作業、灰固化の作

業又は破砕機の清掃作業に従事           

日額 ７００円 

 

危険現場作業 

手当 

消防吏員が水震火災その他の非常災害の現場に出動し

消火作業又は救助作業等に従事した場合 
５７８千円 

出動一回につき     

 ３００円 

職員が危険現場での作業、検査又は監督で特に市長が

必要と認めた業務に従事した場合 
日額 ２５０円 

災害復旧等 

従事手当 

職員（消防吏員を除く）が、大和市災害対策本部その他

市長が定めるこれに準ずる対策本部の活動に従事した

場合 ６３３千円 

日額 ３００円 

職員が宿泊を伴う大和市域外における災害応急対策又

は災害復旧の活動に従事した場合 
日額 ２，３００円 

救急業務手当 

消防吏員が救急業務に出動した場合 

８，３７５千円 

出動１回につき 

２００円 

救急救命士が救急救命処置を行った場合 １件   ５１０円 

    



１０ 

    

手当の名称 主な支給対象業務・職員 
支給実績 

(５年度決算) 

左記職員に対する 

支給単価 

診療手当 

病院業務に従事した医師 

毎月の市立病院の診療収入から必要経費を控除した額の１００分の５を超えない範囲内 

（１，３００万円を上限）において支給。 

ただし、支給額の下限を以下のとおりとする。 

 副院長 

１２１，０５３千円 

月額 ２１６，０００円 

診療部長 月額 １８１，０００円 

上級医長 月額 １６０，０００円 

診療科の代表者及び病棟の責任者 月額 １０７，０００円 

その他の医師 月額 ７０，０００円 

分べん手当 分べん介助業務に従事した医師及び助産師 １２，２５８千円 

医師(主) ３０，０００円 

医師(従) １５，０００円 

助産師   １，０００円 

自宅待機手当 

 次の業務のためそれぞれに規定する職員が命令を

受けて正規の勤務時間以外又は休日に自宅待機を

する場合 

・予測できる分娩、手術等 ： 病院に勤務する医師 

・救急医療 ： 病院に勤務する医師、病院の臨床検査

科、診療放射線科、ＭＥセンター若しくは看護部（外来

又は手術室に勤務する職員に限る。）の職員 
４，０８７千円 

 

 

 

 

 

日額     

医師    ４，０００円 
その他の職員３，０５０円 

午後５時１５分から翌日の午前８時３０分まで及 

び午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（自宅待機の時間が当該時間帯の２分の１以下

であるときは、手当の額を２分の１の額とする） 

（病院に勤務する医師が勤務時間以外に緊急の

呼出しを受けて行った救急診療業務に従事した

場合は支給しない） 

有害放射線 

作業手当 

人体に有害な放射線の放射を伴う危険な作業に従事

した職員 
２，３５８千円 日額 ２３０円 

防疫作業 

従事手当 

感染症の患者又はその疑いのある者の救護等に従

事した職員 

２，９４０千円 

日額 ２９０円 

新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのあ

る者の救護等に従事した職員及び同感染症から国民

の生命・健康を保護するために緊急に行われた措置

に係る作業に従事した職員（令和５年５月８日廃止） 

日額 ３，０００円 

上段の職員のうち、患者等の身体に接触又は患者等

に長時間にわたり接して行う作業に従事した職員（令

和５年５月８日廃止） 

日額 ４，０００円 

夜間医療・ 

看護等手当 

病院に勤務する医師、看護師等が正規の勤務時間に

よる勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時～翌日

の午前５時）において行われる医療、看護等の業務に

従事した場合 

１２５，２３７千円 １回 
  ３，３００円 

～１４，０００円 

    



１１ 

    

手当の名称 主な支給対象業務・職員 
支給実績 

(５年度決算) 

左記職員に対する 

支給単価 

救急勤務医 

手当 

病院に勤務する医師が宿日直勤務において、救急診

療業務に従事した場合 

４８，２００千円 

１回 １５，０００円 

病院に勤務する医師が宿日直勤務において、救急の

外来患者に対する入院を伴う診療業務に従事した場

合 

１件  ５，０００円 

病院に勤務する医師が勤務時間以外に緊急の呼出し

を受けて行った救急診療業務に従事した場合 

（管理職緊急呼出手当の支給対象となる業務を除く） 

１回 １０，０００円 

管理職緊急 

呼出手当 

医療職給料表（１）の４級以上の医師が正規の勤務時

間以外に緊急の呼出しを受けて救急医療等の業務に

従事した場合 
９，６４０千円 

  

       ２時間以下のとき 日額 １０，０００円 

       ２時間を超え４時間以下のとき 日額 ２０，０００円 

       ４時間を超えるとき 日額 ３０，０００円 

専門看護等 

手当 

公益社団法人日本看護協会から専門看護師又は認定

看護師として認定を受けた看護師が、命令を受けてそ

れぞれ認定を受けた専門看護分野又は認定看護分野

に係る業務に従事した場合 

                 専門看護業務 

                 認定看護業務 

                 特定行為業務 

３，０６３千円 

 

 

 

 

日額 

日額 

日額 

 

 

 

 

３，０００円 

２，０００円 

３，０００円 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） ７９８，０７４千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ４１８，７１７円 

支給実績（令和４年度決算） ７７１，１１３千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） ４０４，３５９円 

    （注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職

員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

短時間勤務職員を含みます。 

  



１２ 

(６)その他手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 国 
支給実績 

（令和５年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

扶養手当 

配偶者 ６，５００円 ６，５００円 

１９３，８２７千円 ２４７，８６１円 

  8 級相当 3,500 円 

  9 級相当以上 0 円 

子 １０，０００円 １０，０００円 

父母等 ６，５００円 ６，５００円 

  8 級相当 3,500 円 

  9 級相当以上 0 円 

特定期間の加算 

１５歳～２２歳の子 

一人につき 

５，０００円 

一人につき 

５，０００円 

住居手当 
借家に職員自身が居住し、家賃を支払っている

場合           支給上限額 ２８，０００円 

支給上限額    

２８，０００円 
１４８，０４２千円 ３２５，３６８円 

通勤手当 

交通機関を利用（片道２㌔以上が対象） 

電車：６ヶ月分の定期代相当額 

バス：往復乗車券代×勤務予定日数 （支給

単位は 1 ヶ月）・1 ヶ月定期代・3 ヶ月定期

代・6 ヶ月定期代のうち、最も経済的なもの 

月額上限 ５５，０００円 

通勤距離が 

２㌔以上 

支給上限額 

１ヶ月当り 

５５，０００円 １４０，４４５千円 １２７，３３０円 

自転車、バイク、自動車を使用 

（２㌔以上が対象） 

通勤距離により２,０００円～３１,６００円 

通勤距離に 

より 

２,０００円～ 

３１,６００円 

休日勤務

手当 

祝日（正規の勤務時間中休日代休の場合を除

く） 

１時間当たりの給与額×135/100×勤務時間 

１時間当たり

の 給 与 額 ×

135/100×勤

務時間 

８１，６５４千円 ４２５，２８０円 

年末年始の休日（正規の勤務時間中） 

１時間当たりの給与額×185/100×勤務時間 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として、午後 10 時から翌日の午

前 5 時までの間に勤務した場合 

１時間当たりの給与額×25/100×勤務時間 

１時間当たり

の 給 与 額 ×

25/100 × 勤

務時間 

５４，０９４千円 １１３，６４３円 

宿日直 

手当 

宿日直勤務 

 

（通常執務時間の 1/2） 

６，１００円～ 

２１，０００円 

（３，０５０円～ 

１０，５００円） 

４，４００円～ 

２１，０００円 

(２，２００円～ 

１０，５００円） 

６５，５７１千円 ５２４，５７０円 

管理職 

手当 

管理職に支給 

（給料月額×２５％を超えない範囲） 

給料月額× 

２５％を超えな

い範囲 

１６８，７５１千円 ９２７，２０５円 

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当の支給を受ける職員が災害への対

処により週休日、休日、又は週休日等以外の

日の午前零時から午前５時までの間であって

正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合 

４，０００円～１８，０００円 

３，０００円～ 

１８，０００円 
１１６千円 １６，５７１円 
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 Ⅴ 特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在） 

区         分 給  料  月  額  等 

給料 

 

 

 （参考）施行時特例市における最高/最低額 

 （最高） （最低） 

市      長 ９４３，０００円 １，１３７，０００円 ７２８，０００円 

副  市  長 

教  育  長 

７６４，０００円 

６８２，０００円 

９２５，０００円 

―     

６５８，３００円 

―     

報酬 

議      長 ５４９，０００円 ７５８，０００円 ５３１，０００円 

副  議  長 ４６６，０００円 ７０８，０００円 ４６６，０００円 

議      員 ４３９，０００円 ６６４，０００円 ４３９，０００円 

期 末 手 当 

市      長 

副  市  長 

教  育  長 

（令和５年度支給割合） 

           ４．３５ 月分 

議      長  

副  議  長 

議      員 

（令和５年度支給割合） 

           ４．３５ 月分 

退職手当 

 

市      長 

副  市  長 

教  育  長 

 

（算定方式）                 （１期の手当額）       （支給時期） 

給料月額×４００/１００×在職年数   １５，０８８，０００円      任期ごと 

給料月額×３００/１００×在職年数    ９，１６８，０００円      任期ごと 

給料月額×２００/１００×在職年数    ４，０９２，０００円      任期ごと 

※１年未満の端数は月割りによる 

（注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（市長、副市長は４年、教育長

は３年）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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Ⅵ 職員数の状況 

（１） 部門別職員数の状況と主な増減理由                                      

                                          （各年４月１日現在、単位：人） 

区  分 令和６年 令和５年 
対前年

増減数 
主な増減理由 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議会 １０ １０ ０ 子ども子育て支援関連（▲３） 

生活保護関連（＋１） 

新型コロナウイルス関連（▲１１） 

デジタル化関連（＋６） 

その他（＋２７） 

 

総務 ２５５ ２４２ １３ 

税務 ７１ ６８ ３ 

労働 ２ ２ ０ 

農林水産 ９ ９ ０ 

商工 １２ １２ ０ 

土木 １１８ １１４ ４ 

民生 ２８３ ２７９ ４ 

衛生 １６７ １７１ ▲４ 

小計 ９２７ ９０７ ２０ ＜参考＞ 

 人口 10,000 人当たり職員数 38.05 人 

(類似団体の人口 10,000 人当たり職員数 46.75 人) 

教育部門 １４１ １４０ １ 子ども子育て支援関連（＋２） 

その他（▲１） 

消防部門 ２４０ ２３２ ８ その他（＋８） 

小計 １，３０８ １，２７９ ２９ ＜参考＞ 

 人口 10,000 人当たり職員数 53.69 人 

(類似団体の人口 10,000 人当たり職員数 64.88 人) 

公
営
企
業
等
会
計

部
門 

病院 ５７５ ５７１ ４ デジタル化関連（＋２） 

その他（＋４） 
下水道 ３９ ３８ １ 

その他 ７０ ６９ １ 

小計 ６８４ ６７８ ６  

合計 
１，９９２ 

[２００２] 

１，９５７

[１９７１] 

３５ 〈参考〉 

 人口 10,000 人当たり職員数 81.76 人 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

       ２ [ ]内は、条例定数の合計です。 

        ３  類似団体の人口 10,000 人当たり職員数は「類似団体職員数の状況（令和 5 年 4 月 1 日現在）」による。 
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（２）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 
 

単位：人 

区分 

20 歳 

 

未満 

20 歳

～  
23 歳 

24 歳

～  
27 歳 

28 歳

～  
31 歳 

32 歳

～  
35 歳 

36 歳

～  
39 歳 

40 歳

～  
43 歳 

44 歳

～  
47 歳 

48 歳

～  
51 歳 

52 歳

～  
55 歳 

56 歳

～  
59 歳 

60 歳 

 

以上 

計 

職員数 ５ ８２ １５１ １６８ ２０８ ２３１ ２４２ ２３２ ２２４ ２０１ １６８ ８０ １，９９２ 

 

 

 

（３）職員数の推移 

                                                                                （単位：人・％） 

年度 

部門別 
令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

過去５年間 

の増減数（率） 

一般行政 ８９０ ８９４ ８７８ ８８６ ９０７ ９２７ ３７(4.2%) 

教育 １３２ １４０ １３１ １３３ １４０ １４１ ９（6.8%） 

消防 ２３５ ２３８ ２３８ ２３３ ２３２ ２４０ ５（2.1%） 

普通会計計 １，２５７ １，２７２ １，２４７ １，２５２ １，２７９ １，３０８ ５１(4.1%) 

公営企業等会計計 ６５８ ６４８ ６５２ ６６８ ６７８ ６８４ ２６（4.0%） 

総合計 １，９１５ １，９２０ １，８９９ １，９２０ １，９５７ １，９９２ ７７（4.0%） 

（注） 職員数は、地方公共団体定員管理調査に基づくもので、一般職に属する職員数です。（教育長を含みません。） 

 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

実線      令和 ６年４月１日構成比 

破線      令和 元年４月１日構成比 


